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2026 年度 事 業 計 画 
 

 自 2026年 4月 1日 

 至 2027年 3月31日 

1．概 要 

 

1-1. 公益法人制度の改正等に伴う対応 

2025年4月施行の公益認定法改正の趣旨を踏まえ、公益法人に求められる「自律的ガバナンス

の充実」及び「透明性のさらなる向上」を一層推進する。外部理事及び外部監事の導入など理事

会・監事のガバナンス機能を強化するとともに、内部統制及びリスク管理体制を充実させ、組織

運営の基盤強化を図る。あわせて、学会運営の適正化と法令遵守の徹底を図り、公益目的事業を

適切かつ公正に実施する。 

また、土木学会のダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DEI）推進の観点から、

理事のうち少なくとも2名を女性とする。 

上記を実現するため、土木学会定款や規程類の改正を行う。 

 

1-2. ５か年計画「JSCE2025」の推進 

2025年度策定の新５か年計画JSCE2025で示す課題の解決に向け、取り組み方策及び具体の取り

組みを検討し、開始する。特に重要とするテーマについてはプロジェクトチームもしくは小委員

会を立ち上げ、横断的・重点的な取り組みを行う。 

 

1-3.大規模な自然災害やインフラメンテナンス等への対応 

土木学会では、内外の関係機関、関連学協会等と連携を図り、近年多発している種々の自然災

害に対し、迅速な調査、公表を行うとともに、必要な技術的助言・提言を専門家集団である当会

の社会的責務として引き続き行う。また、「インフラメンテナンス＆マネジメントのためのオー

ル土木学会とりくみ検討会」を継続する。 

インフラメンテナンスに関して、関係団体及び地方自治体と連携するとともに、喫緊の課題で

ある地方インフラのメンテナンスに関する問題やそれに関わる人材の育成について、講習会や教

材の作成等を行う。また、インフラメンテナンスにより、地域社会に顕著な貢献をしたプロジェ

クト・技術者を対象として引き続き、表彰制度を展開する。 

 

1-4.社会とのコミュニケーションの推進 

土木広報戦略会議で確認した土木広報の方向性を示す3つのキーワード（くらしと土木、「伝

える」から「伝わる」へ、知りたくなる土木）のもと、各支部や土木界の各団体と連携しなが

ら、様々なコミュニケーションツールを活用し引き続き活動を推進する。 

市民交流イベント等の実施にあたり、対面だけではなく、オンラインをはじめとする様々なツ

ールも活用しながら推進する。「土木コレクション」、「オープンキャンパス土木学会」、「ド

ボクのラジオ」等の企画において、社会に向けて土木の魅力を引き続き発信していく。 

また、土木学会と市民協働団体との連携を図っていく。 
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土木学会誌の特集は、土木事業に携わる技術者・研究者、さらには市民の喜びや苦悩などを伝

えるとともに、土木の総合性、土木の歴史や土木技術の最新動向、現状の課題や将来展望に関わ

る時宜を得た企画とする。 

 

1-5.国際活動の充実 

国際センターのミッションを再定義し、「国際的な人材の育成」を活動の基軸にして体制を刷

新する。昨年度に新たに再編した、企画・戦略グループ、国際交流・国際協力グループ、国際プロ

ジェクト・国際人材育成グループ、留学生・外国人技術者グループの４グループにより、ミッシ

ョンの達成に向けた活動を推進する。 

 

1-6.技術力及び人材の育成 

減災・防災やインフラメンテナンスなどの問題への対応、DX、カーボンニュートラル等の先進

技術のインフラ整備・管理への導入という社会的要請に対して、土木界の人材が地域や他分野と

連携し、リーダーとして貢献できる社会の構築を支援する。さらに、若手、女性、シニア、外国

人など、多様な人材が活躍できる社会を実現し、土木界における将来の担い手確保を図るため、

DEIのための環境整備の必要性を継続して訴え、多様な働き方などの情報共有を積極的に支援す

るとともに、魅力ある職場環境を構築して、土木技術者が広く活躍できる場の創出を支援する。 

次世代技術者の育成並びに技術者の継続教育の受講機会拡大を図るため、e-ラーニング講座を

提供するとともに、倫理観と専門的能力をもって社会に貢献する土木技術者を支援するため、土

木技術者資格制度、継続教育制度の充実を図る。 

 

1-7.分野・領域を超えた積極的な交流 

気候変動、DXやカーボンニュートラル等の社会的要請に対応するために、学会の枠、自然・社

会・人文科学の領域を越えた取り組みが重要である。減災・防災の推進を目的として、防災学術

連携体の活動に参加する。また、日本建築学会と連携・協働して取り組む課題に対応するため、

土木学会・日本建築学会連携タスクフォースを中心に活動を展開する。 

 

1-8.財務の健全化と業務の効率化 

安定的な学会活動を継続するため各部門の連携のもと、予算の執行、管理に努め、収支均衡の

達成を目指す。なお、定期的な予算の執行状況の確認を行うとともに、経費節減に努め、予算の

有効活用を図る。 

保有資金の運用については資金運用規則に基づき、安全・確実かつ効率的な運用を検討する。 

また、会計コードの見直し等、経理処理の効率化に向けて検討する。 

学会運営については、総会、理事会等の円滑な運営に継続して努めるとともに、オンライン会

議・行事のさらなる利用促進、資料の簡素化、データ化などを進め、会員のニーズに即した的確

かつ迅速な意思決定に基づく学会活動の展開を図るよう努める。総会については、効率化と会員

の利便性向上を目的に導入した、インターネット等による総会開催通知の送付、委任状の提出に

ついて、継続して実施する。 

事務局基幹システムの刷新、併せてウェブサイトトップページの更新についても検討を進め

る。 

引き続き本部、支部を含めた学会運営のガバナンス（内部統治）に留意し、学会運営の適正

化・効率化を目指し、的確かつ迅速な意思決定に基づく学会活動の展開を図る。 
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2．各部門の事業計画 

 

2-1.企画部門 

企画部門では、企画委員会、論説委員会、特別委員会において、土木学会の各種の企画・活

動を積極的に推進する。 

2-1-1.企画委員会 

企画委員会では、企画委員会の本来のミッションである「学会事業の長期的・総合的な視

点からの企画立案と提言」に立ち帰り、JSCE2025を踏まえつつ、学会の諸課題を検討すると

ともに、「JSCE2025」で示された学会全体として取り組む事項「体系的な技術者教育・土木

教育の推進とアウトリーチ」、社会課題に対し取り組むべき重点項目「社会の安全・安心を

支え、未来を描く人材育成」の具体化を図る「土木ICT/DX教育の実展開を通じた教育・人材

育成プロジェクト（仮）」を2026年度からの3年間で実施する。本プロジェクトは「土木分

野におけるICT/DX教育・人材育成のあり方」報告書（技術推進機構、2025年7月）、創立110

周年記念企画「2040年代の土木技術者像を描く」で示された教育や制度も検討の対象とす

る。また小委員会においては以下の取り組みを実施する。 

(1)学生小委員会 

・ 学生同士のつながりを広げる場づくりとして、低年次の学生に、大学や分野の枠を超

えた交流の機会を提供する。 

・ 学生による主体的な学びの拡大として、学生自らが主体的に活動を企画し発信する。 

・ 中高生で進路に悩む子供たちへ、土木への関心を持ってもらうきっかけづくりに取

り組む。 

2-1-2.論説委員会 

・ 土木に関わる重大な社会問題に関する議論を促進し、社会の適切な判断と行動につな

げるとともに、豊かで安全・安心な社会の持続的発展に寄与するため、土木界及び土木

技術者の見解・見識のみならず、他分野の識者の意見を含め、「論説・オピニオン」と

して社会に発信する。 

・ 新規の公開・発信だけでなく、過去の記事を折々の社会動向に合わせてタイムリーに

SNS等で発信することで、市民や社会に伝える・伝わる取り組みを一層推進する。 

2-1-3.特別委員会関連 

(1) 2026年度会長特別活動 

・ 土木学会が持続的に発展できるよう、学会運営のあり方を見直し、正副会長会議の下

に設置されるJSCE2025対応運営企画WGの取り組みを支援する。 

(2) 2025年度会長プロジェクトフォローアップ 

・ 2025年度会長プロジェクト「カーボンニュートラルでレジリエントな社会づくりプ

ロジェクト」の成果とりまとめと、提言内容を学会内や土木界に展開するためのフォ

ローアップ活動を実施する。 

 

2-2.コミュニケーション部門 

コミュニケーション部門では、「土木広報アクションプラン」を踏まえ、土木広報戦略会

議で確認した土木広報の方向性を示す3つのキーワード「くらしと土木」「伝えるから伝わ

るへ」「知りたくなる土木」のもと、各支部や土木界の各団体と連携しながら、オンライン
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をはじめとする様々なコミュニケーション手段を活用しつつ、引き続き広報活動を推進す

る。 

2-2-1.土木広報戦略会議 

・ 「土木広報アクションプラン」の見直しと再整理を進めるとともに、土木の情報ウェブ

サイト「土木ｉ」のアーカイブ化を契機として、他団体との情報連携強化及び協力体制

の再構築を推進する。 

2-2-2.土木広報センター 

・ 支部との連携のもと、引き続き、土木学会及び土木界が行う広報活動、全国各地で行わ

れる一般向けの土木イベント、マスコミ報道等の情報集約及び情報発信を行う。 

・ ローカルメディアへのアプローチとしての「ドボクのラジオ」の継続的な企画・運営、

学会独自メディア「土木学会tv」の企画・運営・配信、一般向けに土木用語を解説する

「インフラ解説動画」の分野充実、土木の魅力を発信する短編映像の制作。 

・ トークイベントの実施、ウェブ情報誌「from DOBOKU」の企画・運営。 

・ 市民交流イベントでは、「土木コレクション」、「オープンキャンパス土木学会」及び

「未来の土木コンテスト現場見学会」等の実施にあたり、対面だけでなく、オンライン

をはじめとする様々なツールも活用しながら推進する。 

・ 土木学会と市民協働団体との連携を目的として、2020年度に立ち上げた「インフラパー

トナー制度」の拡充を図るとともに、インフラパートナー相互の理解を深める。 

・ 災害時の広報において、支部及び関係部門と連携し、適切な情報発信と情報共有を行

う。 

2-2-3.土木学会誌編集委員会 

・ 学会誌は、土木業界外からの意見にも耳を傾けたうえで、魅力的な会誌編集を行う。 

・ 学会誌の特集は、土木事業に携わる技術者・研究者、さらには市民の喜びや苦悩などを

伝えるとともに、土木の総合性、土木の歴史や土木技術の最新動向、現状の課題や将来

展望に関わる時宜を得た企画とする。 

 

2-3.国際部門 

国際部門では、①国際ネットワークの拡充と国際協働の推進、②国内外への情報発信、③

人材育成と国内の国際化支援、④産官学が集まる共通課題解決の場の提供を主要活動項目と

して、国際センターを中心に学術交流基金管理委員会、ACECC担当委員会と連携して活動を

行う。 

2-3-1.国際部門運営会議 

・ 年度運営計画を決定し、国際部門及び国際センターの活動報告及び情報共有を行う。 

・ 国際部門及び国際センター等の活動のあり方について検討を行う。 

・ 土木学会の国際活動方針や施策、課題解決策の検討等を行う。 

2-3-2.国際センター 

以下の４つのグループで活動を行い、その有機的な連携により「国際的な人材の育成」を図

る。 

(1)企画・戦略グループ 

・ 国際的な人材の育成に向けて他グループ・委員会との連携を推進するとともに、国際活動

の中長期方針と戦略の検討を進める。 

・ 国際センターの活動の企画・戦略を立案・提案し、効果的な情報収集と発信を行う。 
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・ 「国際センター通信」の発行、学会誌への寄稿、ウェブサイト・SNSの活用など情報発信

を行う。 

(2)国際交流・国際協力グループ 

・ 海外協定学協会や関連組織との交流を強化する。特に台湾及びインドネシアを対象とし

た若手技術者・研究者の交流を促進する。 

・ シニア技術者と若手技術者が連携した交流活動を推進する。 

・ 土木系NPO・NGO等外部組織と連携・協働したシニア技術者の国際交流活動を支援・促進す

る。 

(3)国際プロジェクト・国際人材育成グループ 

・ 国際プロジェクトにおける技術支援体制（シニア・若手ユニット）の構築を促進する。 

・ 土木技術のグローバル化セミナー、「世界で活躍する日本の土木技術者シリーズ」シンポ

ジウムを開催する。 

・ インフラ国際貢献アーカイブスの整備を行う。 

(4)留学生・外国人技術者グループ 

・ 全国大会においてサマーシンポジウム及びグローバル技術者WSを実施する。 

・ 留学生向け企業説明会（オンライン）及び関西地区現場見学会などを実施する。 

・ 外国人技術者向けセミナー及び関東地区現場見学会などを実施する。 

・ アソシエイトメンバーへの登録促進による留学生・外国人技術者のネットワーク形成支

援を進める。 

 

2-4.教育企画部門 

教育企画部門では、JSCE2025で示された「学会活動におけるDEIの促進」「体系的な技術

者教育・土木教育の推進とアウトリーチ」への取り組みのあり方を検討するとともに、学会

重要事業「社会の安全・安心を支え、未来を描く人材育成」の具体化を図る。その実践の一

環として二つの委員会において以下の項目に取り組む。 

2-4-1.教育企画・人材育成委員会 

土木分野を担う人材の背景の多様化を見据え、今後の教育と人材育成のあり方について、

各小委員会で以下を検討・実施する。 

(1)大学・大学院教育小委員会 

・ オンラインの活用による土木教育の発展についての議論、卒業研究・修士研究で得られ

る、企業が求める能力についての検討 

(2)高等専門教育小委員会 

・ 土木教育賞表彰の継続実施、他委員会との連携活動の有効・持続性向上の検討、高専・

専門学校による土木教育に関する共同研究の検討 

(3)高校教育小委員会 

・ 夏期講習会の開催、高校土木系学科の定員割れ等の現状調査 

(4)キッズＰＪ検討小委員会 

・ 小・中学校の総合学習/地域イベントを通じた児童生徒たちへの道路・建設部門への興

味・理解の推進 

(5)成熟したシビルエンジニア活性化小委員会 

・ 現シニア世代・次世代シニア世代の課題把握と対策検討、未来に向けた記録作りの継続

実施 
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(6)土木と学校教育会議検討小委員会 

・ 初中等教育の現場と土木技術者とを繋ぐ「土木と学校教育フォーラム」の開催 

(7)土木技術者の質保証調査小委員会 

・ 社会・高等教育機関・高校生の三者一体となった土木教育の質保証に向けた調査実施、

2級土木技術検定を通じた土木技術者の質保証（解説図書の改訂） 

(8)教育論文集部会 

・ 土木学会論文集Vol. 82発行支援、論文賞・論文奨励賞候補の推薦 

2-4-2.ＤＥＩ委員会 

土木分野の担い手確保及び「DEI行動宣言」推進の中心的役割を担い以下の取り組みを実

施する。 

・ 「DEI行動宣言」の周知・実行の推進 

・ 活動や成果を通じたDEI推進の周知・啓発 

・ 情報の収集、集積、発信と広報活動 

・ 学会内及び外部機関との連携・協力 

 

2-5.社会支援部門 

・ 土木学会は防災や安全な国土・地域づくりに関する専門家集団である。そこで、社会支援部

門では、社会的責務として、学会内の関係部門や支部、国土交通省等政府機関、関連学協会

等と連携を図り、国内外の地震、風水害を始めとした種々の自然災害に対して迅速な調査を

行い、成果は、報告会、ウェブサイト、学会誌、提携学協会との共催シンポジウムなどを通

じて広く社会に公表する。また、場合によっては復旧・復興に関して技術的助言・提言も行

っていく。なお、学会の特徴を生かし、減災・防災に関する様々な活動を支部や委員会と情

報を共有し、連携しながら行っていく。 

・ 司法支援については、最高裁判所との定期的な意見交換会を通じ、学会あるいは土木の専門

技術者への要請を的確に把握し、土木関連分野の民事訴訟における鑑定人及び専門委員等の

候補者推薦に関する要請に対し、関係部門の委員会と協力して候補者推薦を実施する。 

・ インフラメンテナンスに関して国、地方自治体及び関係団体との情報共有・連携をしながら

急速に顕在化しているインフラの老朽化への対応を調査、研究する。また、喫緊の課題であ

る地方インフラのメンテナンスに関する問題やそれに関わる人材の育成について講習会の開

催や教材の作成を行っていく。 

 

2-6.調査研究部門 

・ 調査研究部門では、29の調査研究委員会が主体的に調査研究活動を行なうとともに、土木学

会の特質を活かした受注研究にも積極的に取り組む。 

・ JSCE2025で示す課題については、関係する委員会がそれぞれの特質を活かし、目標の実現・

達成に向けて分野・業種を越えて活動を行っていく。 

・ 調査研究活動の成果は、講習会やシンポジウム、研究発表会といった主催行事、他機関との

共催行事、さらには土木学会誌、土木学会論文集、一般刊行物、ウェブサイト等を通じて、

広く会員や社会に還元する。また、YouTube等の動画配信による行事開催について検討をす

る。 

・ 名誉会員の方々からのご寄附を主たる原資として運営する重点研究課題は、学会の戦略的施

策と位置付けられ、多様化・複雑化する社会課題を分野横断的に解決するものである。今後
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も課題の選考や助成方法、成果の公表方法について継続的に検討し、より社会のニーズに合

致した優れた研究課題に資源を充当していく。 

・ 土木分野関連における社会的な問題等が発生した際は、社会支援部門と協力し、対応する。 

・ 土木学会論文集は、投稿の活性化と論文の品質確保に努め、英文論文集は、引き続き国際的

な評価の獲得に向けて、運用整備に取り組む。また、和文論文集についても、購読者の拡大

や科学技術論文としての価値向上の検討を進めるとともに、、国際的な評価の獲得に向けても

検討を進める。 

 

2-7.出版部門 

出版部門では、新刊・既刊図書の販売及びその管理を行う。世界的な社会経済問題による燃料及び

原材料価格の高騰が続いており、国内では物流の2024年問題以降の輸送力の低下とコスト上昇が続き、

出版界における環境は依然困難な状況にあるが、出版物の適切な発行・管理を行う。 

2-7-1.刊行物発刊 

・ 2026 年度は、24 点の新刊図書を発行する。発行部数、定価については、出版委員会において引

続き検討する。 

・ 予定刊行物として『トンネル標準示方書』、コンクリートライブラリー、トンネルライブラリー、

鋼構造シリーズ、舗装工学ライブラリーなどの発刊が予定されていることから、その販売に注

力する。 

・ 2027・2028 年度には『コンクリート標準示方書』の発刊が予定されていることから、そのサポ

ートに努める。 

・ 既刊、試験器などについては、継続してその販売活動に努める。 

2-7-2.広報 PR など 

・ 土木広報センター等と連携し、土木広報に繋がる既刊、新刊の PR について検討し、編集担当委

員会への提案も行っていく。 

 

2-8.情報資料部門 

情報資料部門では、土木図書館の運営に関すること、土木に関する文献、資料等の調査・収

集・保存・公開に関する事項を所管しており、土木図書館委員会と土木技術映像委員会の2つの

委員会がそれぞれ活動を実施している。また、土木の総合的な情報資料センターとしての土木図

書館の運営と一体となった活動を行っている。 

2-8-1.土木図書館 

・ 学術研究成果の公開、検索システム、土木図書館デジタルアーカイブサイト運用等を行

い、また、図書館活用方策の検討・試行を行う。 

・ オンライン土木博物館「ドボ博」については、「ドボ鉄入門講座～絵はがきで読み解く土

木×鉄道～」の毎月公開に加えて、既存の展示コンテンツの内容拡充を進めるほか、新た

な企画展の検討、公開に向けた活動を行う。 

・ 「土木人物調査小委員会」において、「土木と100人」シリーズの続編の作成を念頭におき

ながら、土木人物調査を行う。 

・ 「図面資料研究小委員会」において、土木研究所所蔵橋梁図面のデジタル化について検討

を行う。 

・ OPAC（目録・書誌検索システム）の改修・再構築及び土木図書館ウェブサイトコンテンツ

の移行を行う。 
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2-8-2.土木技術映像委員会 

・ 市民参加上映会「イブニングシアター」等の事業を実施する。 

・ 貴重映像の発掘調査～公開、映像コンテンツの活用方策を検討・試行する。 

・ 「震災アーカイブサイト」への震災記録映像の積極的な収集・分類・登録・保存・公開を

実施する。 

 

2-9.総務部門 

総務部門では、公益社団法人としての学会の運営を充実させるため、以下の事業に取り組む。 

2-9-1.公益法人制度の改正に伴う対応 

・ 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」（2025（令

和 7）年 4 月施行）による自律的ガバナンスの充実、透明性向上（公益認定の基準として

①理事・監事間の特別利害関係の排除及び②外部理事・監事の導入）に対応するため定款

の改正を行う。 

・ 外部理事及び外部監事の導入など理事会・監事のガバナンス機能を強化するとともに、内

部統制及びリスク管理体制を充実させ、組織運営の基盤強化を図る。あわせて、学会運営

の適正化と法令遵守の徹底を図り、公益目的事業を適切かつ公正に実施する。 

2-9-2.全国大会 

・ 2026 年度全国大会は、北海道支部主催により、8 月 31 日の週をコアに北海学園大学豊平キ

ャンパス・北海商科大学（年次学術講演会）、札幌市教育文化会館（特別講演会・全体討

論会）、札幌ガーデンパレス（交流会）にて開催する。 

2-9-3.表彰 

・ 表彰委員会及び各賞選考委員会では、各賞の選考を行うとともに、土木学会賞の学会内外

への広報に努め、その権威と認知度の向上を図る。 

・ 選奨土木遺産委員会においては、土木遺産の認定により、歴史的土木構造物の社会、土木

技術者へのアピール、その保存に資することに貢献する。 

2-9-4.会議等の運営 

・ 土木学会の DEI 推進の観点から、理事のうち少なくとも 2 名を女性とするため関連する規

程類を改正する。 

・ 定時総会の運営について、インターネット等を活用した委任状の提出や総会開催通知を引

き続き実施する。 

・ 学会運営の適正化・効率化を目指し、総会、理事会等の円滑な運営に継続して努める中で、

資料のペーパーレス化、オンライン会議を有効活用し、的確かつ迅速な意思決定に基づき

学会活動の展開を図る。 

・ リスク対策の面から、顧問弁護士や社会保険労務士等からの支援・相談の体制を維持する

とともに、事業に関連する保険の継続加入などを行う。 

・ 適正な学会運営並びに学会活動を行えるよう、本部・支部の規程類の管理整備を行う。 

・ 分野・領域を超えた積極的な交流として、日本建築学会との正副会長会議や連携に関する

活動を継続する。 

2-9-5.技術者倫理 

・ 技術者倫理と技術者の使命について、議論・研究を展開するとともに、倫理・社会規範に

係わる事項の情報発信・見解発信を検討、実施する。 
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2-9-6.助成事業 

・ 公益増進事業、学術文化事業及び学術振興基金助成事業の運営を継続して実施する。 

2-9-7. 事務局基幹システムの刷新 

・ 老朽化した事務局基幹システムの刷新検討を進める。併せてウェブサイトトップページの

更新についても検討を進める。 

 

2-10.財務・経理部門 

財務・経理部門では、各部門と協力して以下の事業を実施し、財務面から安定的な学会活動に

取り組む。 

2-10-1.収支改善 

・ 年度末時点での収支均衡となるよう各部門と協力して予算編成を行い、収支改善に努め

る。 

・ 支出面では、安定的経営のため事業委縮を招かぬよう留意をしつつ、継続して各部門に経

費節減の努力をお願いする。 

・ 未収入金による雑損失の削減を継続する。 

2-10-2.資金運用 

・ 資金運用については規則に基づき、保有資金について安全・確実かつ効率的な運用を検討

する。 

2-10-3.予算執行 

・ 予算執行状況について理事会にて半期の確認を行うとともに、事務局レベルでは毎月各事

業の収支状況の把握を行い、効率的なマネジメントに努める。 

2-10-4.経理事務の執行・管理体制 

・ 事務局の経理事務の執行・管理体制をより適正なものとすべく、監査法人による支部監査

を継続（2支部程度）実施する。 

・ 予算編成作業効率化のためのシステムを継続して検証する。システムで作成したマスター

データを会計システムにも反映、将来的にそのデータベースを活かして伝票処理を電子化

し日常の経理処理はもとより決算作業の効率化も目指す。 

2-10-5.公益法人制度の改正に伴う会計基準の見直し対応 

・ 「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の一部を改正する法律」が2024（令

和6）年５月に国会で可決・公布され、2025（令和7）年4月から施行された。それに伴う

具体に見直された会計基準、ガイドライン等が公表されてきているので、情報収集に努め

ると共に公認会計士とも相談しながら猶予期間2028年３月末までに新基準に適用できるよ

うに対応準備する。 

・ 上記法改正により、遊休財産も名称が「使途不特定財産」に変更となり保有の制限も緩和

される見通しだが、新基準に移行するまでは引き続き現行の会計基準における遊休財産の

保有率を適正化するため関係部門と協力し、中長期的な公益事業の支出計画を検討する。 

 

2-11.会員・支部部門 

会員・支部部門では、JSCE2025で示す課題解決のために、各支部及び本部の各部門と連携・調整

を図りつつ、以下の事業を実施する。 

2-11-1.会員増強 

・ 正会員(個人)の会員継続や新規獲得のため、職種や職場別会員数等のデータをもとに、各
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理事から確固とした継続的な支援を得て、関係機関や所属職員への退会抑制や入会の依頼

を実施する。また、支部協力のもと、土木学会の役割・重要性を伝える取組等を通じ、特

に地方自治体の会員増強を図る。 

・ 学生会員獲得のため、学生小委員会(企画部門)協力のもと、効果的な学生向けの入会勧誘

方法を検討し、入会勧誘を実施する。また、学生会員の入会の動機付けに資するため、企

業の採用担当者、大学・高専・高校の就職担当者に対して、就職活動時に会員歴等の活用

の依頼を行う。 

・ 卒業・修了に伴う学生会員の退会を抑制し、正会員(個人)への資格変更を促すための卒業

継続割引制度、並びに定年退職後も正会員(個人)として学会活動を継続し易くするための

会費前納制度の広報に努める。 

・ 退職前に会費を納付できる会費前納制度の利用しやすい環境を整備し、シニア会員の退会

抑制策を継続して実施する。 

・ 法人会員である所属先に勤務しているフェロー会員の申請資格を有する正会員(個人)に対

して、フェロー会員の申請依頼を実施する。 

・ 多様性を考慮した入会勧誘策を検討するとともに、正会員(個人)が多数所属する組織に対

して、正会員(法人)・特別会員への入会勧誘を行う。 

・ 社会との良好なコミュニケーションを推進するため、支部においてシビルネット活動（各

種の市民協働活動などに関して、関連団体や市民との協働性を高め、あわせて学会活動の

活力を増進することを目的とする活動）を展開中だが、時流の変化に対応するため、新た

な構成ツールや今後の方向性も検討を開始する。 

・ 次世代の土木技術者の育成を目指すため、支部において、地方の法人会員、賛助会員と学

生をつなぐ行事を企画し、若い世代の土木への理解を深めることにより若手人材の確保、

育成に努める。 

2-11-2.会員サービスの向上 

・ 土木学会メールニュースの月1回配信を継続するとともに、掲載内容の充実に努める。 

・ 新たな、正会員(法人)・特別会員の検討を開始する 

・ 会員管理システムのセキュリティ強化に努める。 

・ 法人会員向けの専用ページの準備を開始する。 

 

2-12.技術推進機構 

技術推進機構では、担当する土木技術者資格制度、CPD 制度、技術評価制度の各制度及び受注研

究業務に関して、より一層の拡大、充実を図るため、各事業の認知度向上、制度活用の促進、成果

の公表を軸とし、以下の事項に重きを置いて活動していく。 

2-12-1.土木技術者資格制度 

・ 土木技術者資格がより広く社会に認知されるよう、広報活動を行う。特に、国土交通省や

地方自治体の技術者を対象に広報を行う。 

・ 土木技術者資格を有していることで優位性が出てくるような資格の運用及び資格制度の活

用・普及について検討し、受験者及び資格更新者の増強に努める。 

・ DX の進展など社会情勢の変化に対応するため、審査方法、資格登録・更新手続き、2 級土

木技術者の認定方法等の見直しや改善を行う。土木技術者資格登録者に対しサービス向上

策の一環として、メールニュース等により定期的に情報発信・情報提供を実施する。 

・ 土木技術者資格の活用策として、国土交通省登録資格制度の登録更新に対応するとともに、
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他機関の資格登録制度の動向把握や登録申請を検討する。また、地方自治体等での土木技

術者資格の活用を促進するため、制度の普及・周知を図る。 

・ 外国人技術者への資格付与について検討し、実施する。 

2-12-2.CPD 制度 

・ 土木技術者の自己の資質向上に繋げることを目的として、他部門とも連携し CPD 制度が土

木技術者にとってより有益な制度となるよう、教育形態、単位の見直し等、改善を図る。 

・ CPD システムを活用し、CPD 制度利用者の利便性向上と制度の円滑な運用を図る。プログラ

ム認定システムの構築と CPD システムへの連動を行う。新システム導入後の利用者の要望

や運用上の課題等を把握し、システム等への反映、改善により、サービス向上に努める。 

・ 継続学習のための学習機会拡充及び次世代技術者の育成を図るため、外部プラットフォー

ムの活用、オンライン講座及び e ラーニング講座の提供と活用、土木学会 CPD プログラム

の認定を推進する。 

・ CPD 認定プログラムの実施情報をウェブサイトやメールニュース等で、利用者に積極的に

発信する。調査研究部門等他部門や各支部と協力し、地方でのプログラム提供拡大を図る。 

・ CPD 制度の理解と普及を図りつつ、土木技術者にとってより有益な制度とすることを目的

に、建設系 CPD 協議会加盟団体と情報交換を重ね、建設分野全体を見据えた CPD 制度の相

互活用・連携を進める。 

2-12-3.技術評価制度 

・ 新規及び更新の技術評価案件について、継続的な受注確保に努め、円滑に実施する。 

・ 土木学会誌や土木学会ウェブサイト等を活用し、評価技術の広報を行う。 

・ 技術評価制度の有用性を周知し、制度活用の拡大と新規申請の促進を図る。 

2-12-4.受注研究業務・委員会活動 

・ 次世代の技術者育成のため、日本技術者教育認定機構（JABEE）における教育プログラム認

定について、土木分野及び環境分野のプログラム審査を受注し、円滑に実施する。 

・ インフラマネジメントの新技術の適用推進を図るため、課題の抽出及び成果活用の取り組

みを推進するとともに、海外展開等を実施する。 

・ 国際規格（ISO）の調査研究について、持続性のある活動形態を維持する。 
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